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しメッセージをいただきました。�しメッセージをいただきました。�

洞川中学　鳥谷  直矢�

洞川中学　角谷  宙代�

洞川中学　松谷 萌菜美�

洞川中学　花谷 徳之輔�

洞川中学　松
谷  清祐�

洞川中学　辻　貴恵�

洞川中学　久保 勘太良�

洞川中学　亀谷 薫名�
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卒業生の皆様から卒業に際し卒業生の皆様から卒業に際し

天川中学　石崎  宮子�

天川中学　泉本  有希�

天川中学　仲田　梨沙�

天川中学　福上 優香里�

天川中学　森　由里�

天川中学　水口 ありさ�

天川中学　豕瀬  克徳�

天川中学　岡下  拓史�

天川中学　森本  大地�
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平成20年２月20～22日、国土交通省所管　ビジ

ット・ジャパン・キャンペーン（ＶＪＣ）事業に

車谷村長が南和広域連合（吉野郡12の市町村長）

の代表として、オーストラリア・シドニーで実施

した、日本の木造世界遺産観光フォーラムに参加

しました。

当地の観光旅行企業の訪問を始め、22日

の観光フォーラムにおいては、当初予定し

ていた300人を大幅に超えた449人の参加者

の中、奈良市長、斑鳩町長、天川村長の順

にプレゼンテーションを行い、村長は「吉

野・大峯」の世界遺産と天川村の地域の紹介を、写真を交えながら発表を

行いました。

同時に訳される英語に耳を傾けながら目を凝らす姿に、日本に対する、ま

た木造の世界遺産に対する参加者の関心の高さが伝わってきました。

枚方市と平成11年７月15日に市民交流都市

『七夕伝説交流のまち』として宣言している本

村が、平成20年２月29日・３月１日の両日に渡

り実施された、友好都市サミットｉｎ枚方と

市制施行60周年記念式典に招待されました。

車谷村長としては、枚方市は初めての訪問

となり、竹内脩枚方市長と固い握手を交わし、

双方のあらゆる情報の広報紙等への掲載や住民の交流のための事業など、今

後も積極的に実施していくことを確認しました。

また、枚方庁舎前には、海外・国内友好都市６都市と市民交流都市３都市

が刻まれた記念碑が建てられました。

「日本の木造世界遺産観光フォーラム イン シドニー」

第９回友好都市サミットｉｎ枚方

日本の木造世界遺産観光フォーラム
○オーストラリア・シドニー
【開催内容】
１．日本の木造世界遺産ビデオ放映
２．講演「日本の木造世界遺産」
東京大学教授　西村　幸夫　氏

３．プレゼンテーション
奈良市長　斑鳩町長　天川村長　姫路市（事務局）

４．特別講演「山伏の姿と心」
喜蔵院住職　　中井　教善　氏
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天川村と五條市、野迫川村そして和歌山県の高野町との間で主
要地方道高野天川線整備促進協議会を結成しております。その協
議会長を車谷村長が、副会長を後藤高野町長がつとめております。
高野天川線は和歌山県高野町から野迫川村そして五條市大塔町

を経て天川村に至る紀伊半島中央部を東西に結ぶ主要ルートであ
り、古くより高野七口の一つ大峯口と呼ばれ高野山と大峯山の紀
伊山地の２大霊場を結ぶ高野大峯街道『すずかけの道』として多
くの巡礼者が利用した歴史的な街道です。
さて、平成16年度に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に

登録されたことによりこの道の重要性が益々高まっており、高野天川線整備促進協議会としてもこの路線
の整備促進に向け活発な活動を展開しております。
最近の活動といたしましては、平成20年１月23日に奈良県並び

に大阪にある国土交通省近畿地方整備局へ平成20年２月７日には
上京し国土交通省へ要望活動に行って参りました。
国土交通省官僚の方々と和歌山県、奈良県選出国会議員の方々

30人余りを訪問いたしました。上の写真は国土交通省谷口技監、
左は宮田道路局長への要望活動の様子です。高野天川線の重要性
と現状道路の狭い場所並びに崩壊などの危険性の高い箇所の改善
など強く要望いたしました。

子どもの減少傾向が続く中、これからの幼児教育・義務教育を考えるに当たって、天川という特色を生
かしたオリジナリティーあふれる施策の展開が必要となっております。
色々な選択肢の中から、「幼小中一貫教育」の推進を重要な手法とし、幼稚園、小学校、中学校という単

位でとらえるのではなく、幼児教育と義務教育併せて12年間を通して、子どもたちの発達段階に応じたき
め細やかな学習指導、生徒指導を行うことで、心身ともにたくましく、知・徳・体の調和のとれた園児、
児童生徒を地域と共に育むことをめざします。
幼小中一貫した教育観をもって天川村の子どもを育てる教育制度をつくりあげることを目標とします。

「15歳の天川っ子」を共有します

第一回「幼小中一貫教育推進検討委員会全体会」を平成20年１月22日に開催し、作業部会として「ハー
ド担当部会」・「ソフト担当部会」を設けました。
これからは、ハード担当部会・ソフト担当部会で検討作業を進め、定期的に全体会で進捗内容を確認し

一貫教育の推進を検討していきます。

主要地方道高野天川線整備促進協議会の要望活動

天川村教育委員会では、
幼小中一貫教育推進検討委員会を発足しました！

●希望する進路を実現できる学力
●ふるさと天川村を深く理解し、大切に思う心情
●コミュニケーション能力　　●社会的規範を守る態度
●健康的な生活習慣　　　　　●自らを律する態度
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平成20年３月２日に天川村選挙管理委員会が開催され、選挙人名簿の定時登録が行われました。
今回の定時登録による選挙人名簿者数は次の表のとおりです。

３月1日、天川村消防団及び中吉野広域消防組合による村内全
域の防火パレードを実施しました。
この予防週間は、『火は見てる　あなたが離れるその時を』を

統一標語に３月１日から７日までの７日間にわたり全国的に実施
されました。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
－３つの習慣・４つの対策－

３つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類及びカーテンから火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

国土交通省近畿地方整備局、奈良県、県下39市町村主催で、企業・団体等も参加する合同水防演習を行い
ます。「豪雨により大和川が氾濫し、各地で被害発生」という想定の下で、参加者が連携・協力して水防・避
難・救助訓練などに取り組みます。国・県・市町村の災害対策や消防団（水防団）のきびきびした活動が見
られる他、皆さんが体験できる訓練や防災に関する展示・体験コーナーも予定していますので、是非会場へ
お越しください。そして、私たちの生命や財産を守る水防の大切さについて、考えてみましょう。
▽　と　き ５月11日（日）午前９時～12時　＊　小雨決行
▽　ところ 生駒郡斑鳩町目安地区～北葛城郡河合町穴闇地区間の、

大和川・富雄川合流地点（最寄り駅：ＪＲ法隆寺駅）
▽　問合先 国土交通省近畿地方整備局

大和川河川事務所調査課　1072－971－1381

奈良県土木部河川課水防情報係　10742－27－7504

選 挙 時 定 時 登 録

春季の火災予防週間防火パレード

平成20年度　大和川合同水防演習
「きづいていこう　地域の防災力　　～いにしえの都・奈良の安全と安心～」

男 女 合　計
平成19年12月２日の選挙人名簿登録者数 ７９３ ８８２ １,６７５

名簿抹消者数 １５ ９ ２４

名簿登録者数 ２ ３ ５

平成20年３月２日の選挙人名簿登録者数 ７８０ ８７６ １,６５６
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戸籍法・住民基本台帳法の一部改正に伴い、虚偽の交付請求を防止し、住民の個人情報を保護するため、
平成20年５月１日から住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求時に、窓口に来られた方の本人確認を実
施します。
交付請求の際は、本人であることが確認できる下記の書類の提示が必要となりますのでご持参ください。
なお、同一世帯外・同一戸籍外（第三者）の方が交付申請する場合には交付対象者からの委任状が必要

になります。また、申請者（第三者）の本人確認も行いますので下記の書類を併せてご持参ください。
※　申請の際、必要とする明確な理由を求めます。（場合によっては、資料の提示を求めます。）
ご理解とご協力をお願いします。

●本人確認のための書類一覧●

※　詳しくは、住民課へお問い合わせ下さい。（1６３－０３２１）

平成20年度の国税専門官採用試験が、次の要領で実施されます。
１　受験資格

（１） 昭和54年４月２日から昭和62年４月１日生まれの者
（２） 昭和62年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
イ　大学を卒業した者及び平成21年３月までに大学を卒業する見込みの者
ロ　人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

２　採用予定人員

約1,200名
３　受験申込受付期間

平成20年４月1日（火）～４月14日（月） ※４月14日までの通信日付印有効
４　試験日及び試験種目

第１次試験　６月15日（日） ：教養試験及び専門試験
第２次試験　７月28日（月）～７月31日（木） ：人物試験及び身体検査
※　第１次試験合格通知書で指定する日

５　合格発表日

第１次試験合格者　７月８日（火） 最終合格者　　８月29日（金）
詳細につきましては、吉野税務署総務課（直通10746－32－3386）まで、お尋ねください。

住民票・戸籍謄抄本などの交付請求時に本人確認書類の提示が必要となります。

国税専門官募集のお知らせ

本 人 確 認 証 の 種 類 必 要 数
■運転免許証　■旅券（パスポート）■船員手帳　■海技免状　■小型船舶操縦
免許証　■猟銃・空気銃所持許可証　■戦傷病者手帳　■宅地建物取引主任者証

イ ■電気工事士免状　■無線従事者免許証　■住民基本台帳カード（顔写真付） 左のうち１つ
■官公庁が発行する証明書及び各種免許証等（顔写真付）■療育手帳　■身体障
害者手帳　■外国人登録証
■国民健康保険証　■健康保険被保険証　■船員保険証　■共済組合員証
■介護保険被保険証　■国民年金手帳（または証書）■厚生年金手帳（又は証書）

ロ
■共済年金証書　■恩給証書　■印鑑登録証明書　■クレジットカード

左のうち２つ

■キャッシュカード　■預金通帳
■学生証　■社員証（法人が発行した身分証明書）■公の機関が発行した資格

ハ
証明書（顔写真付き）

ロ、ハで２つ



天川村の給与・定員管理等について
村職員に支給される給与は、地方自治法と地方公務員法に基づき村議会を経て定められています。村職

員の給与や定員の状況等の実態について、村民の皆さんに一層の理解をいただくため、平成19年4月1日

現在の状況を公表します。

（1）人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）1 職員手当には退職手当を含まない。

2 職員数は、平成19年4月1日現在の人数である。

（3）ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指

数である。
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1 総　括

区　分
住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

（18年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 17年度の人件費率

18年度
人 千円 千円 千円 ％ ％

1,936 2,068,614 141,589 423,488 20.47 15.99

区　分
職員数 給　　　　　与　　　　　費 一人当たり

Ａ 給　料 職員手当 期末･勤勉手当 計Ｂ 給与費B/A

19年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

62 212,910 32,986 82,906 328,802 5,303

（H14）�
89.7

（H14）�
96.0

（H19）�
86.8

（H19）�
93.9

100�

95�

90�

85
天川村� 全国町村平均�



（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（19年4月1日現在）

①一般行政職

（注）1「平均給料月額」とは、平成19年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

2「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において

明らかにされているものである。

（2）職員の初任給の状況（19年4月1日現在）

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（19年4月1日現在）

（１）一般行政職の級別職員数の状況（19年4月1日現在）

（注）1 天川村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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2 職員の平均給与月額、初任給等の状況

3 一般行政職の級別職員数等の状況

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

天　川　村 43.6歳 308,300円 350,997円

奈　良　県 45.0歳 366,255円 448,606円

国 40.7歳 325,724円 383,541円

区　分 標準的な職務内容 職　員　数 構　成　比

定型的又は相当高度の知識経験を 人 ％
1 級

必要とする業務を行う職務
6 15

特に高度の知識又は経験を必要と 人 ％
2 級

する業務を行う職務
3 7.5

人 ％
3 級 課長補佐、調整員及び主査の職務 22 55

人 ％
4 級 課長の職務 5 12.5

参事及び困難な業務を処理する課 人 ％
5 級

長の職務
4 10

区　　　　分 天　川　村 奈　良　県 国

一般行政職 大　学　卒 170,200 円 170,200 円 170,200 円

高　校　卒 138,400 円 138,400 円 138,400 円

技能労務職（一） 高　校　卒 131,500 円 － －

中　学　卒 123,900 円 － －

教　育　職 大　学　卒 190,500 円 － －

短　大　卒 166,600 円 － －

区　　　　分 経験年数5年～10年未満 経験年数10年～15年未満 経験年数15年～20年未満

一般行政職 大　学　卒 －円 292,100 円 －円

高　校　卒 －円 201,700 円 253,100 円
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（注）平成18年に7級制から5級制に変更している。（旧給料表の１級及び2級並びに4級及び5級をそ

れぞれ統合）

（1）期末手当・勤勉手当

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2）退職手当（平成19年4月1日現在）

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成18年度に退職した職員に支給された平均額である。

4 職員の手当の状況

天　　川　　村 奈　　良　　県 国

１人当たり平均支給額（18年度） １人当たり平均支給額（18年度） －

1,304 千円 1,944 千円

（平成18年度支給割合） （平成18年度支給割合） （平成18年度支給割合）

期末手当　　　勤勉手当 期末手当　　　勤勉手当 期末手当　　　勤勉手当

3.0月分　　　1.45月分 3.0月分　　 1.45月分 3.0月分　　 1.45月分

（1.6）月分　（0.75）月分 （1.6）月分　（0.75）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階､職務の級等による加算措置 職制上の段階､職務の級等による加算措置 職制上の段階､職務の級等による加算措置

・役職加算　　　5～20％ ・役職加算　　　5～20％

・管理職加算　10～20％ ・管理職加算　10～20％

天　　川　　村 国
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.5 月分 30.55月分 勤続20年 23.5 月分 30.55月分
勤続25年 33.5 月分 41.34月分 勤続25年 33.5 月分 41.34月分
勤続35年 47.5 月分 59.28月分 勤続35年 47.5 月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置国に同じ その他の加算措置　定年前早期退職特例

措置（2%～20％加算）
1人当たり平均支給額　　854千円
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（3）時間外勤務手当

（4）特殊勤務手当（19年4月1日現在）

（5）その他の手当（平成19年4月1日現在）

支給実績（18年度決算） 4,827 千円

職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 123 千円

支給実績（17年度決算） 5,067 千円

職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 144 千円

支給実績（18年度決算） 0千円

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 0 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度） 0 ％

手当の種類（手当数） 2●●

手　当　の　名　称 主　な　支　給　対　象　職　員 左記職員に対する支給単価

伝染病防疫手当 伝染病患者等の救護又は、伝染病菌附着の危険の １日又は１回　1,500円

ある物件の処理に従事した職員

行旅死亡人処理手当 行旅死亡人を処理した職員 １日又は１回　5,000円

支給職員１人当たり
手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価

国の制度 支給実績
平均支給年額

との異同 （平成18年度決算）
（平成18年度決算）

千円 円
・配　偶　者・・・・・・・・13,000円
・配偶者以外の2人目まで・・・6,000円
・扶養家族でない配偶者を有する

扶養手当
場合の1人目の子等・・・・6,500円 同 10,143 241,500

・配偶者のない場合の1人目・11,000円
・満16歳から22歳の子1人につき

5000円の加算

・借家・・月額12,000円を超える家賃を 千円 円
支払う職員に対し、負担してい
る家賃の額に応じ、上限額

住居手当 27,000円まで支給
同 1,137 142,125

・自宅・・住宅を新築・購入した場合のみ
5年間、月額2,500円支給

・交通機関（電車・バス）利用者 千円 円
負担しいている運賃の額に応じて
最高50,000円まで支給

通勤手当 ・交通用具（自動車など）使用者 同 3,963 84,319
片道の使用距離に応じて
2,000円（2㎞以上5㎞未満）から
最高24,500円（60㎞以上）支給

・参事、課長、教育次長、診療所事務長 給料表、 千円 円
給料月額に対する支給割合・・・10％ 職務の級

及び職に
管理職手当 ・室長、議会事務局長、課長補佐、看護師 応じて定

7,503 394,914

長、保健師長及び幼稚園園長 められた
給料月額に対する支給割合・・・8％ 額



12

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由

（注）1 職員数は一般職に属する職員数である。

5 特別職の報酬等の状況（19年4月1日現在）

6 職員数の状況

区　　　　　分 給料月額等

給 村　　　長 650,000 円

料 副　村　長 570,000 円（平成19年度空席）

期末手当（平成18年度支給割合）

議　　　長 255,000 円 6 月期 1.6 月分

報 12 月期 1.75月分

副　議　長 205,000 円 計 3.35月分

酬

議　　　員 195,000 円

区　分 職　　員　　数 対 前 年

部　門 平成18年 平成19年 増 減 数
主な増減理由

議　　会 1 1 0

総　　務 20 21 1 企画開発業務の増

税　　務 2 2 0

民　　生 2 2 0

衛　　生 8 7 △1 事務分担見直し

農林水産 5 5 0

商　　工 5 7 2 観光施設業務の増

土　　木 2 2 0

計 45 47 2

教 育 部 門 18 18 0

消 防 部 門

小　　　計 63 65 2

病　　　院 4 4 0

下　水　道 1 1 0

そ　の　他 2 2 0

小　　　計 7 7 0

合　　　　計 70 72 2

普
　
通
　
会
　
計
　
部
　
門

会
計
部
門

公
営
企
業
等

一
　
般
　
行
　
政
　
部
　
門
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国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 4月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 4月の予定表

日 曜日

1 火 診　　察 往診 ・ 検 査 日 不　燃

2 水 診　　察 診　　察 粗　大

3 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源１

4 金 診　　察 診　　察 燃　焼

5 土 閉　　館　　日

6 日 閉　　館　　日

7 月 診　　察 診　　察 燃　焼

8 火 診　　察 往診 ・ 検 査 日 資源２

9 水 診　　察 診　　察 粗　大

10 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源１

11 金 診　　察 診　　察 燃　焼

12 土 閉　　館　　日

13 日 閉　　館　　日

14 月 診　　察 診　　察 狂犬病注射 燃　焼

15 火 診　　察 往診 ・ 検 査 日 不　燃

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

※医師が不在の時は、投薬できませんので、薬の切れる方は、早めに受診して下さい。

見える所に貼り、ご活用下さい。
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※医師が不在の時は、投薬できませんので、薬の切れる方は、早めに受診して下さい。

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 4月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 4月の予定表

日 曜日

16 水 診　　察 診　　察 粗　大

17 木 休　　診 診察（西尾医師） うさちゃんくらぶ10:30～ 資源１

18 金 診　　察 診　　察 燃　焼

19 土 閉　　館　　日

20 日 閉　　館　　日

21 月 診　　察 診　　察 燃　焼

22 火 診　　察 往診 ・ 検 査 日 資源２

23 水 診　　察 診　　察 粗　大

24 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源１

25 金 診　　察 診　　察 燃　焼

26 土 閉　　館　　日

27 日 閉　　館　　日

28 月 診　　察 診　　察 燃　焼

29 火 閉　　館　　日（昭和の日）

30 水 診　　察 診　　察 不　燃

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

見える所に貼り、ご活用下さい。
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（2）年齢別職員構成の状況（19年4月1日現在）

（3）定員管理の数値目標及び進捗状況

①　平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年4月1日現在）

（注）1 計画期間は、17年～22年の5年間である。

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

区　分 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人　 人 人 人　 人
職員数

0 1 2 5 2 8 12 13 11 9 9 0 72

平成17年4月1日 平成22年4月1日
純　減　数 純　減　率

職　員　数 職　員　数

人 人 人 ％

79 64 15 19

区　分 17年
18年 19年 20年 21年

平成22.4.1

部　門 計画始期 計画目標

一般行政 職員数 45 45 47 44 41 41

増　減 0 2 △3 △3 0

教育 職員数 20 18 18 18 18 16

増　減 △2 0 0 0 △2

公営企業 職員数 9 7 7 7 7 7

等会計 増　減 △2 0 0 0 0

計 職員数 74 70 72 69 66 64

増　減 △4 2 0 △3 △2
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◎村の医療について

※ 診療所への通院には、スクールバスによる送迎が行われていますが、冬季のバス内は機密
性が高く、インフルエンザ等に感染する可能性があります。
診療所へお越しの際は、バス内及び診療所待合室では、予防の為にも必ずマスクの着用を

お願いします。
帰宅後の手洗い、うがいは必ず行って下さい。

■国保（75歳未満）・老人医療（75歳以上）の全ての医療機関における受診状況

■国保診療所の受診状況
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19年�
12月�

20年�
1月�

20年�
2月�

19年�
3月�

19年�
4月�

国保診療所の診察状況�

19年�
5月�

19年�
6月�

19年�
7月�

19年�
8月�

19年�
9月�

14,000�

12,000�

10,000�

8,000�

6,000�

4,000�

2,000�

0
19年�
10月�

1,600�

1,400�

1,200�

1,000�

800�

600�

400�

200�

0
19年�
11月�

受診日数（日）�

診 療 年 月 �

１日（回）あたりの医療費（円）�

受診日数� １日（回）あたりの医療費�
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※ 国保･老健の医療費は入院により大きく影響を受けます。各種保健事業、検診に積極的に参
加し、疾病の予防に心がけ、医師の指示をよく聞き健康維持に努めてください。



17

本年度も、健康診査・子宮がん検診・胃がん検診の時期になりました。今年度より基本健康診査は「特
定健康診査」という新しい健康診査になります。毎年受診される人も、今まで受診したことがない人も、
ここ数年健康診査はごぶさたという人も、みなさんふるってお申し込み下さい。お申し込みにつきまして
は、日程が決まり次第、洞川各町総代さん及び各大字区長さんを通じまして、４月中旬頃から受付を行な
いますので、みなさんぜひ受診下さい。
＜特定健診がスタートします＞
すでにご存知の方もおられると思いますが、これまでの基本健康診査に

変わって新しく４月から「特定健康診査」が始まります。
特定健康診査は、ご加入いただいている医療保険ごとに実施されます。
特定健康診査は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目

して、現在の死亡原因の多くを占める生活習慣病を予防することを目的と
しています。健診の結果は、みなさんの生活習慣を見直すきっかけとして
活用され、健康に過ごしていただけるようお一人おひとりにあった保健指
導が行なわれます。未来の自分のためにまずは健康診査を受けましょう！

新しい健康診査制度では、これまでの天川村で実施する集団健康診査を
受診いただける人は、国民健康保険に加入されている人と、75歳以上の人
になりますので、ご注意下さい。その他の医療保険（社会保険・共済保険
など）にご加入の方は、各医療保険にお問い合わせ下さい。

狂犬病予防注射の季節がやってきました。大切な家族であるわんちゃんのために、是非受けるようにし
て下さい。下記の通り、各会場でお待ちしています。

※　各場所の受付時間が短くなっていますので、ご注意下さい。
※　はがきをご持参ください。

料金
・狂犬病予防注射料金

3,200円
・犬の登録手数料
（未登録の方のみ）

3,000円

保 健 事 業
の お 知 ら せ

特定健診・がん検診を受けましょう！

わんちゃんの予防注射です！

検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。 163－9110

日　程 時　　間 場　　　　　所
10：20～10：25 塩野（岡崎様宅横）
10：30～10：35 広瀬（泉谷様宅前）
10：45～10：50 みずはの湯前
11：00～11：05 天の川青少年旅行村
11：10～11：15 庵住（冨本重恭様宅前）

4月14日 11：20～11：30 庵住篭山地区老人憩いの家前
（月） 11：40～11：50 旧天川西小学校前

11：55～12：00 栃尾橋前
13：30～13：50 坪内スクールバス駐車場前
13：55～14：00 沢原（森田久勝様宅前）
14：05～14：15 中吉野広域消防署前
14：20～14：30 川合駐在所前
14：50～15：20 洞川地区公民館前
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クレジットカード支払いは、事前に申込用紙をご提出いただき、以後、将来の保険料を定期的にクレ

ジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員に請求する方法です。

○　金融機関等の窓口でクレジットカードを直接ご提示、お支払いいただく方法ではありません。

○　過去の未払い分についてはご利用いただけませんのでご了承ください。

毎月支払い、１年分支払い（前納）、半年分支払い（前納）の3とおりのお支払い方法があります。

○ お支払いいただける保険料は、「定額保険料」及び「付加保険料込みの定額保険料」となります。（保

険料の一部を免除されている場合はご利用いただけません。）

○　クレジットカード支払いは、口座振替割引が適用されません。

○　カード会社へのお支払回数は、１回払いのみとなります。

（分割払いやリボ払い等はご利用いただけません。）

○ クレジットカード支払いをご希望の場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」

に必要事項を記入のうえ、お近くの社会保険事務所へご提出ください。

○ 「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」は、社会保険事務所、市役所、町村役場の

国民年金担当窓口に備え付けてあります。郵送もいたしますので、お近くの社会保険事務所へご連絡く

ださい。

また、社会保険庁ホームページ（http://www.sia.go.jp/）からもダウンロードできます。

以下のクレジットカードをご利用いただけます。

イオンクレジット、ＮＣ日商連、ＯＭＣ、ＯＣ、Ｏｒｉｃｏ、セゾン、ＪＣＢ、ダイナースクラブ、

ジャックス、セントラルファイナンス、東急、トヨタファイナンス、日専連、三井住友、三菱ＵＦＪニコス、

モデルクレジット、ヤフー、ライフ、ＵＣ、ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ

※　一部対象とならないカードもございます。詳しくはカード発行会社までお問い合わせください。

○ 3月１日以降に前納をお申し込みいただいた場合は、次の前納期（4月又は10月）までは、毎月支払

いとなる場合があります。

○ お申し込み後、カード会社に確認を行い、ご利用いただけることが確認でき次第、お客様にカード支

払い開始の通知をお送りします。

○ カード会社への確認の結果、ご利用いただけない場合があります。なお、その際はご利用いただけな

い旨をご連絡するとともに、お申込前の支払い方法を継続させていただきます。

○ カード名義人の続柄が本人・配偶者以外の場合、電話又は文書で同意確認をさせていただく場合があ

ります。

詳しくはお近くの社会保険事務所へお問い合わせください。

国民年金保険料を『クレジットカード』でお支払いいただけます。

１ 国民年金保険料のクレジットカード支払いについて

2 お支払い方法

3 対象となる保険料等

4 お申し込み方法

5 ご利用いただけるクレジットカード

6 その他
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日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけ
られていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が
設けられています。（本人の所得及び在学する学校に一定の要件があります。なお、家族の方の所得の多寡は
問いません。）
事故や病気等で障害が残った場合で、「障害基礎年金」を受けるためには、一定の保険料納付要件が必要で
すが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になり
ますので、万が一の時にも安心です。

保険料の追納について
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料納付済期間等が25年以上必要です。学生納付特例制
度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間には含まれることとなりますが、
年金額の計算の対象となる期間には含まれません。
このため、将来、より多くの年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付（追納）することができ
ます。（承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は猶予されていたときの保険料に一定
の加算額が加わります。
保険料を追納する場合は、納付書が必要となりますので社会保険事務所にお申し込みください。
※　経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがお得です。
保険料の後払い（追納）は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。
経済的に余裕がある場合には、口座振替の早割制度、保険料の前納制度をご利用されることをおすすめし
ます。詳しくはお近くの社会保険事務所へお問い合わせください。

社会教育学級とは、連帯感を高め
人生をより豊かにする皆さんの集いです。

《天川村の社会教育学級》

社会教育学級での学習を希望される方は、それぞれの学級の代表者にお申し込み下さい。
問い合わせ先 教育委員会事務局　163－0321内線213まで

国　民　年　金　保　険　料　の

「 学 生 納 付 特 例 制 度 」 に つ い て

平成20年度天川村社会教育学級生募集

申請手続について　～　毎年度、申請が必要です　～
お住まいの市役所、町村役場の国民年金担当窓口で申請手続を行ってください。
（お持ちいただくもの）
年金手帳、在学証明書又は学生証の写し、所得証明書（課税所得がある方で１月１日時点の住所と申
請時点の住所が異なる場合）、雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職票等の写し（課税所得
がある方で退職（失業）を理由に申請する場合）
※　社会保険庁から学生納付特例申請書（ハガキ）を送付された方は、申請書（ハガキ）に必要事項
をご記入のうえ、ご返送ください。（お住まいの市役所、町村役場での申請手続は不要となります。）

学　級　名 代　表　者 電　話 学　級　名 代　表　者 電　話
花　の　生　涯　塾 桝谷　譲二 64－0258 親 　 愛 　 学 　 級 井口　勝代 64－0150
水 分 高 齢 者 学 級 堀口　善昭 63－0518 ぼちぼちやろうかい 鹿尾　善治 63－0021
さ つ き 女 性 学 級 平　　恵子 63－0150 坪 内 女 性 学 級 柿坂百合子 63－0118
和 田 女 性 学 級 上西佐登美　 65－0159
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平
成
二
十
年
第
一
回
天
川
村
議
会
定
例
会
が
、
三
月
十
日
に
召
集
さ

れ
開
会
し
ま
し
た
。

会
期
に
つ
い
て
は
三
月
十
七
日
ま
で
の
八
日
間
と
定
め
、
原
案
の
と

お
り
可
決
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

〜
補
正
予
算
に
つ
い
て
〜

◇

平
成
十
九
年
度
天
川
村
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
四
号
）に
つ
い
て

一
一，

六
〇
九
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を
二，

〇
九
六，

三
一
一

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
十
九
年
度
天
川
村
国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て

一
一，

七
五
八
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
三
二
五，

三
九
三
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
十
九
年
度
天
川
村
国
民
健
康
保
険
直
診
勘
定
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て

五，

二
六
二
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
一
五
五，

〇
一
〇
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
十
九
年
度
天
川
村
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
に
つ
い
て

財
源
の
置
き
換
え
の
た
め
、
総
額
一
五
五，

五
八
一
千
円
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇

平
成
十
九
年
度
天
川
村
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
三

号
）
に
つ
い
て

五
二
八
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
二
六
八，

三
四
二
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

可
決
事
項

◇

平
成
十
九
年
度
天
川
村
温
泉
施
設
等
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
に
つ
い
て

三，

六
三
二
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
一
三
七，

七
九
五
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

◇

平
成
十
九
年
度
天
川
村
中
央
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て

財
源
の
置
き
換
え
の
た
め
、
総
額
二
六
九，

八
六
二
千
円
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

〜
条
例
に
つ
い
て
〜

◇

天
川
村
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
い
、
本
村
が
行
う
事
務
等
を
定

め
る
為
新
規
制
定
し
た
も
の
で
す
。

◇

天
川
村
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

い
、
監
査
委
員
の
事
務
に
健
全
化
判
断
比
率
等
及
び
資
金
不
足
比
率

等
の
審
査
の
事
務
が
追
加
さ
れ
た
為
の
所
要
の
改
正
で
す
。

◇

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

学
校
教
育
法
等
の
改
正
に
よ
り
、
新
た
な
職
の
設
置
に
伴
う
職
務

級
の
創
設
並
び
に
管
理
職
手
当
の
算
定
方
法
を
変
更
す
る
た
め
の
所

要
の
改
正
で
す
。

◇

天
川
村
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
よ
り
「
天
川
村
温
泉
施
設
等
特
別
会
計
」
を
一
般

会
計
に
組
入
れ
、
後
期
高
齢
者
医
療
　
　
制
度
創
設
に
伴
い
「
天
川

村
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
」
を
新
た
に
設
置
す
る
た
め
の
所
要

の
改
正
で
す
。

◇

天
川
村
乳
幼
児
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う
所
要
の
改
正
で
す
。

◇

天
川
村
母
子
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て後

期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う
所
要
の
改
正
で
す
。

◇

天
川
村
老
人
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て後

期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う
所
要
の
改
正
で
す
。

◇

天
川
村
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う
所
要
の
改
正
で
す
。

◇

天
川
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て六

十
五
歳
以
上
の
者
の
保
険
税
の
徴
収
方
法
及
び
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
創
設
に
伴
い
保
険
税
の
算
定
方
法
並
び
に
保
険
税
率
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

〜
当
初
予
算
に
つ
い
て
〜

◇
　
平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
二，

〇
五
三，

九
五
三
千
円
で
対
前
年
四
三，

五
七
七
千

円
の
増
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
予
算
に
つ

い
て予

算
額
二
八
〇，

九
九
七
千
円
で
対
前
年
一
五，

五
六
八
千
円
の

減
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
三
一，

九
九
八
千
円
で
対
前
年
三
三
三，

八
四
八
千
円
の

減
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
国
民
健
康
保
険
直
診
勘
定
特
別
会
計
予
算
に
つ

い
て予

算
額
一
五
九，

七
六
一
千
円
で
対
前
年
二
二，

一
八
八
千
円
の

増
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
洞
川
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
二
一，

二
三
〇
千
円
で
対
前
年
二，

〇
八
四
千
円
の
増
額

で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
栃
尾
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
三，
七
九
四
千
円
で
対
前
年
一，
五
三
〇
千
円
の
増
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
一
六
三，

九
〇
九
千
円
で
対
前
年
八，

三
二
八
千
円
の
増

額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
分
収
造
林
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

議
　
会
　
だ
　
よ
　
り

議
　
会
　
だ
　
よ
　
り

議
　
会
　
だ
　
よ
　
り

平
成
二
十
年
第
一
回
定
例
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
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予
算
額
一，

三
四
七
千
円
で
対
前
年
一
三
九
千
円
の
増
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
二
三
七，

七
五
五
千
円
で
対
前
年
五，

七
七
六
千
円
の
減

額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
中
央
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
二
八
六，

七
二
三
千
円
で
対
前
年
一
九，

一
六
一
千
円
の

増
額
で
す
。

◇

平
成
二
十
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

予
算
額
三
六，

三
五
九
千
円
で
す
。

〜
一
般
質
問
〜

定
例
会
の
最
終
日
（
十
七
日
）
に
阪
谷
議
員
・
根
来
議
員
よ
り
一
般

質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

◇
　
阪
谷
議
員
の
質
問

道
路
特
定
財
源
の
一
般
財
源
化
や
暫
定
税
率
等
廃
止
に
な
っ
た
場

合
、
本
村
の
道
路
政
策
等
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て

◇
　
村
長
答
弁

平
成
二
十
年
二
月
に
道
路
整
備
促
進
期
成
同
盟
会
奈
良
県
協
議
会

が
公
表
し
た
道
路
特
定
財
源
の
暫
定
税
率
と
地
方
道
路
整
備
臨
時
交

付
金
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
財
源
の
影
響
は
、
奈
良
県

で
は
百
億
円
・
奈
良
県
の
市
町
村
で
は
、
七
十
億
円
の
減
収
が
見
込

ま
れ
今
後
の
道
路
整
備
、
道
路
の
維
持
管
理
に
重
大
な
影
響
が
あ
る

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

本
村
に
お
け
る
影
響
は
、
平
成
十
八
年
度
決
算
で
試
算
し
た
場
合
、

暫
定
税
率
廃
止
に
よ
る
影
響
額
が
、
一
三，

三
六
三
千
円
・
地
方
道

路
整
備
臨
時
交
付
金
で
五
〇，

九
八
五
千
円
、
総
額
六
四，

三
四
八

千
円
の
減
収
と
な
り
深
刻
な
状
況
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
道
整
備
交
付
金
事
業
と
し
て
認
定
を
受
け
て
、
平
成
二
十

年
度
で
予
算
化
し
て
お
り
ま
す
「
毛
又
橋
架
設
工
事
」「
林
道
殿
野

坪
内
線
舗
装
工
事
」
や
国
交
省
か
ら
認
定
を
受
け
て
実
施
し
て
い
る

「
洞
川
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
業
」
総
事
業
費
八
一，

八
四
八
千
円

の
う
ち
国
庫
補
助
金
三
三，

八
〇
〇
千
円
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
が
、

も
し
、
暫
定
税
率
が
廃
止
さ
れ
国
庫
補
助
金
が
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば

事
業
の
見
送
り
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
最
悪
の
事
態

に
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

◇
　
阪
谷
議
員
の
質
問

村
内
に
お
け
る
国
道
・
県
道
に
つ
い
て
、
現
在
、
道
路
特
定
財
源

に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
工
事
箇
所
つ
い
て

◇
　
村
長
答
弁

奈
良
県
の
道
路
改
良
率
は
全
国
最
低
レ
ベ
ル
で
、
全
道
路
改
良
率

四
五．

三
％
で
全
国
四
十
二
位
、
一
般
国
道
改
良
率
七
〇．

六
％
で

全
国
四
十
五
位
で
あ
り
、
特
に
五
条
吉
野
地
域
で
は
約
二
十
七
％
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
奈
良
県
内
の
都
市
部
で
は
、
著
し
い

渋
滞
が
発
生
し
、
山
間
部
で
は
大
雨
や
災
害
に
よ
る
通
行
止
め
が
多

発
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
本
村
で
は
国
道
三
〇
九
号
整
備
促
進
協

議
会
、
県
道
高
野
天
川
線
整
備
促
進
協
議
会
等
を
通
じ
あ
ら
ゆ
る
方

法
を
講
じ
な
が
ら
整
備
に
向
け
て
の
要
望
や
陳
情
を
重
ね
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
本
村
に
お
け
る
国
道
・
県
道
で
道
路
特
定
財
源

を
用
い
て
実
施
し
て
い
る
平
成
十
九
年
度
の
施
工
箇
所
は
、
国
道
三

〇
九
号
で
は
川
合
地
内
の
橋
梁
架
設
工
事(

平
成
十
八
年
度
繰
越
分)

と
北
角
地
内
の
災
害
防
止
工
事
の
二
箇
所
、
県
道
高
野
天
川
線
で
は
、

沢
原
地
内
の
橋
梁
架
設
工
事
、
南
日
裏
地
内
の
道
路
改
良
、
広
瀬
地

内
の
災
害
防
止
工
事
の
三
箇
所
、
ま
た
県
道
大
峯
山
公
園
線
で
は
、

中
越
地
内
の
三
箇
所
の
全
部
で
八
箇
所
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

◇
　
根
来
議
員
の
質
問

村
長
就
任
後
の
機
構
改
革
で
村
民
の
皆
様
に
対
し
て
十
分
な
サ
ー

ビ
ス
が
出
来
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

◇
　
村
長
答
弁

平
成
十
八
年
三
月
定
例
会
に
同
議
員
が
同
質
問
さ
れ
、
答
弁
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
一
度
、
答
弁
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
成
十
八
年
四
月
に
行
っ
た
機
構
改
革
は
地
方
自
治
の
確
立
を
目

的
に
、
財
政
の
健
全
化
を
最
大
の
目
的
と
と
ら
え
事
務
事
業
の
見
直

し
及
び
明
確
化
、
組
織
の
ス
リ
ム
化
、
効
率
性
を
重
視
し
行
っ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
行
財
政
改
革
の
一
環
と
位
置
づ
け
職
員
相
互
間

の
よ
り
一
層
の
連
携
を
推
進
し
な
が
ら
行
政
運
営
の
強
化
を
図
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

効
果
と
し
て
、
人
件
費
の
削
減
や
職
域
に
お
い
て
効
率
か
つ
効
果

的
に
事
務
事
業
を
行
う
な
ど
そ
の
成
果
が
で
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ご
質
問
の
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
て
い
る
の
か
の
問
い
で
す
が
、

本
村
財
政
の
安
定
が
す
な
わ
ち
住
民
サ
ー
ビ
ス
福
利
厚
生
に
つ
な
が

る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
大

変
な
時
期
で
す
が
、
今
後
に
お
け
る
自
治
体
運
営
は
地
区
、
地
域
住

民
の
協
力
・
理
解
が
今
ま
で
以
上
に
必
要
と
す
る
の
は
昨
今
の
国
・

県
・
市
町
村
の
動
向
か
ら
見
て
も
ご
察
し
の
と
お
り
と
思
い
ま
す
。

今
後
も
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た
め
積
極
的
に
取
り
組
む
所

存
で
す
。

◇
　
根
来
議
員
の
質
問

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
、
村
長
就
任
以
来
単
独
村
と
し
て
頑
張
っ

て
来
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
も
変
わ
り
な
く
進
め
て
行
か
れ
る
の
か
。

◇
　
村
長
答
弁

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
各
議
員
さ
ん
も
ご
存

知
の
と
お
り
旧
合
併
特
例
法
の
下
で
、
二
度
に
わ
た
り
合
併
協
議
が

破
綻
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
平
成
十
七
年
四
月
一
日
新
合
併
特
例

法
が
施
行
さ
れ
ま
し
て
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
そ
の
期

限
切
れ
を
迎
え
る
状
況
下
に
あ
り
ま
す
。

平
成
十
八
年
三
月
の
奈
良
県
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
お
き
ま
し

て
は
、
県
内
九
地
域
に
お
い
て
の
組
み
合
わ
せ
が
具
体
的
に
示
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
吉
野
郡
地
域
に
お
い
て
は
、
吉
野
町
、
大
淀
町
、
下

市
町
、
黒
滝
村
、
天
川
村
、
下
北
山
村
、
上
北
山
村
、
川
上
村
、
東
吉
野

村
の
三
町
六
村
を
組
み
合
わ
せ
と
し
た
構
想
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
構
想
は
、
旧
法
下
で
最
初
に
合
併
協
議
会
を
立
ち
上
げ
た
枠

組
み
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
協
議
会
か
ら
東
吉
野
村
が
脱
退
、
そ
の
後
大
淀
町
と
下

北
山
村
で
住
民
投
票
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
両
地
域
の
住
民
が
合
併
反

対
の
意
思
を
示
し
協
議
会
が
解
散
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

前
村
長
が
二
度
に
わ
た
り
合
併
努
力
を
行
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
合
併
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
う
し
た
中
で
私
が

村
長
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
訳
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
就
任

後
よ
り
施
政
方
針
等
で
説
明
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
と
お
り
、
自

立
自
主
の
村
づ
く
り
を
進
め
、
ま
た
活
力
あ
る
村
づ
く
り
の
た
め
に

努
め
て
い
る
所
で
あ
り
ま
す
。
現
時
点
で
は
、
町
村
合
併
の
考
え
は

あ
り
ま
せ
ん
。

以
上
で
す
。
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平成20年度　当初予算

≪一般会計の内訳≫

地方交付税地方交付税�
1,229,000千円�
（59.8%）�

20億5,395万3千円� 20億5,395万3千円�

村債村債�
143,800千円�
（7.0%）�

総務費総務費�
370,542千円�
（18.0%）�

民生費生費�
262,657千円�
（12.8%）�

教育費教育費�
176,468千円�
（8.6%）�

公債費公債費�
402,779千円�
（19.6%）�

衛生費衛生費�
149,979千円�
（7.3%）�

商工費商工費�
176,255千円�
（8.6%）�

地方交付税�
1,229,000千円�
（59.8%）�

村税　181,746千円（8.8%）�

県支出金　153,301千円（7.5%）�

繰越金�
50,000千円�
（2.4%）�

村債�
143,800千円�
（7.0%）�

使用料及び�
手数料�
100,727千円�
（4.9%）�

国庫支出金�
90,649千円�
（4.4%）�

諸収入 19,721千円 （1.0%）�
地方消費税交付金 19,702千円 （1.0%）�
繰入金 19,093千円 （0.9%）�
地方譲与税 18,004千円 （0.9%）�
分担金及び負担金 10,444千円 （0.5%）�
自動車取得税交付金 9,007千円 （0.4%）�
財産収入 4,138千円 （0.2%）�
配当割交付金 1,320千円 （0.1%）�
利子割交付金 1,180千円 （0.1%）�
地方特例交付金 1,126千円 （0.1%）�
株式等譲渡所得割交付金 985千円 （0.0%）�
寄附金 10千円 （0.0%）� 議会費�

43,409千円（2.1%）�

諸支出金�
2,314千円（0.1%）�

総務費�
370,542千円�
（18.0%）�

民生費�
262,657千円�
（12.8%）�

消防費�
101,132千円�
（4.9%）�

教育費�
176,468千円�
（8.6%）�

災害復旧費�
250千円�
（0.0%）�

公債費�
402,779千円�
（19.6%）�

衛生費�
149,979千円�
（7.3%）�

農林水産業費�
191,317千円（9.3%）�

労働費�
2,761千円�
　　（0.1%）�

商工費�
176,255千円�
（8.6%）�土木費�

164,090千円�
（8.0%）�

予備費�
10,000千円（0.5%）�

歳　入� 歳　出�
20億5,395万3千円�20億5,395万3千円�

総　　額　32億7,782万6千円
一般会計　20億5,395万3千円（前年比　＋ 2.2％）
特別会計　12億2,387万3千円（前年比　△ 24.6％）

歳入　20億5,395万3千円
歳　　　入 歳入額 構成比

地方交付税 1,229,000千円 （59.8%）

村税 181,746千円 （8.8%）

県支出金 153,301千円 （7.5%）

村債 143,800千円 （7.0%）

使用料及び手数料 100,727千円 （4.9%）

国庫支出金 90,649千円 （4.4%）

繰越金 50,000千円 （2.4%）

諸収入 19,721千円 （1.0%）

地方消費税交付金 19,702千円 （1.0%）

繰入金 19,093千円 （0.9%）

地方譲与税 18,004千円 （0.9%）

分担金及び負担金 10,444千円 （0.5%）

自動車取得税交付金 9,007千円 （0.4%）

財産収入 4,138千円 （0.2%）

配当割交付金 1,320千円 （0.1%）

利子割交付金 1,180千円 （0.1%）

地方特例交付金 1,126千円 （0.1%）

株式等譲渡所得割交付金 985千円 （0.0%）

寄附金 10千円 （0.0%）

合計 2,053,953千円 （100%）

歳入　20億5,395万3千円
歳　　　出 歳出額 構成比

議会費 43,409千円 （2.1%）

総務費 370,542千円 （18.0%）

民生費 262,657千円 （12.8%）

衛生費 149,979千円 （7.3%）

労働費 2,761千円 （0.1%）

農林水産業費 191,317千円 （9.3%）

商工費 176,255千円 （8.6%）

土木費 164,090千円 （8.0%）

消防費 101,132千円 （4.9%）

教育費 176,468千円 （8.6%）

災害復旧費 250千円 （0.0%）

公債費 402,779千円 （19.6%）

諸支出金 2,314千円 （0.1%）

予備費 10,000千円 （0.5%）

合計 2,053,953千円 （100%）

歳出　20億5,395万3千円歳出　20億5,395万3千円
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４月からは、進学・進級・就職・・・と
天川の子どもたちも、それぞれに新しい旅立ちの時・・・

大きな夢と希望に燃えてかけがえのない、すばらしい日々が過ごせますよう
みなさまのご指導・ご協力をお願いします。

天川村の未来を担う子どもたちを、明るく、すこやかに守り育てるため、

《　や　ま　び　こ　運　動　》にご協力をお願いします。
天川村青少年健全育成協議会

村内の学校（園）では、次のような指導をしています

安全で　楽しい春休みをおくるために
☆　毎日の計画をたて、けじめのある生活をおくろう。

☆　心のこもったあいさつや言葉づかいをしよう。

☆　交通安全に気をつけよう。（特にせまい道からの飛び出しや自転車の乗り方等に注意しよう）

☆　遊びに行くときは、『だれと、どこへ、いつ帰る』などを伝えておこう。

☆　夕方は、暗くなる前に家に帰ろう。

☆　知らない人にさそわれても、ついて行かない。

☆　子どもだけで夜間の外出をしない。

☆　火遊びをしない。（マッチ・ライター等を持ち歩かない。）

これはよいこと？　わるいこと？　よく考えて行動しよう！

青少年の健全育成をめざして
＊　無免許運転、危険な暴走運転や深夜の迷惑な運転（騒音）をなくしましょう。

＊　交通安全の面から、民家密集地での路上駐車はやめましょう！

＊　青少年の深夜外出には、制限があります！（奈良県青少年の健全育成に関する条例）

保護者は、青少年（６歳以上18歳未満の者）を深夜（午後11時から翌日の午前４時

まで）に外出させないように。

＊　未成年者の喫煙・飲酒行為の絶無！

＊　子どもたちを有害な情報（インターネット・メール・図書・ビラ等）から守りましょう。

2008年春号

天川村の子どもたちを　守り育てるのは�
　　　　　　わたしたち大人の　そして　地域の責任です！�
天川村の子どもたちを　守り育てるのは�
　　　　　　わたしたち大人の　そして　地域の責任です！�

子 ど も は 地 域 の 宝 �子 ど も は 地 域 の 宝 �
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▼
募
集
種
目

自
衛
隊
一
般
幹
部
候
補
生

▼
受
験
資
格
　
二
〇
歳
〜
二
六
歳
未
満

大
学
卒
業
（
見
込
含
）
者

▼
受
付
期
間
　
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
（
火
）

〜
平
成
二
〇
年
五
月
一
二
日
（
月
）

▼
試
験
日
時
　
一
次
　
二
〇
年
五
月
一
七
日

二
次
　
二
〇
年
六
月
一
七
日
〜
二
〇
日

▼
そ
の
他
　
入
隊
後
約
一
年
で
三
慰
に
任
官

大
学
院
修
士
学
位
取
得
者
は
二
尉

▼
問
合
せ

自
衛
隊
五
條
地
域
事
務
所

1
〇
七
四
七
―
二
二
―
三
七
八
九

白
内
障
手
術
に

眼
を
使
う
と
眼
が
疲
れ
ま
す
。
眼
を
使
い

過
ぎ
る
と
、
眼
の
重
圧
感
、
頭
痛
、
視
力
低

下
、物
が
重
な
っ
て
見
え
る
複
視（
ふ
く
し
）、

吐
き
気
な
ど
の
全
身
症
状
が
出
て
き
ま
す
。

こ
れ
が
眼
精
疲
労
で
す
。

眼
精
疲
労
の
原
因
に
は
、
視
器
（
視
覚
を

つ
か
さ
ど
る
器
官
）
に
関
す
る
要
因
、
環
境

要
因
、
心
的
要
因
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

視
器
に
関
す
る
要
因

遠
視
、
乱
視
、
老
視
な
ど
で
は
、
ピ
ン
ト

を
合
わ
せ
る
た
め
に
常
に
大
き
い
調
節
力
を

働
か
せ
ま
す
。
適
切
な
眼
鏡
や
コ
ン
タ
ク
ト

レ
ン
ズ
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
眼
球
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
よ
り
容

易
に
遠
近
感
、
立
体
感
が
得
ら
れ
ま
す
が
、

物
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
両
眼
を
中
心

に
寄
せ
る
こ
と
に
異
常
が
あ
る
と
、
眼
精
疲

労
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、眼
に
影
響
す
る
病
気
が
あ
る
と
、

疲
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。

環
境
要
因

Ｖ
Ｄ
Ｔ
〈visualdisplay

Term
inal

〉
作

業
と
言
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
や
テ
レ
ビ
等
の
画

面
を
長
時
間
凝
視
（
ぎ
ょ
う
し
）
す
る
こ
と

の
ほ
か
、
画
面
の
位
置
が
比
較
的
近
い
距
離

（
約
五
〇
㎝
）
に
あ
る
こ
と
も
原
因
に
な
り

ま
す
。

ま
た
、
エ
ア
コ
ン
が
完
備
さ
れ
て
室
内
が

乾
燥
し
、
ド
ラ
イ
ア
イ
に
な
る
と
疲
れ
や
す

く
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
、
不
適
切
な
照
明
（
ち
ら
つ
き
や

照
度
不
足
）
や
無
理
な
姿
勢
で
の
読
書
、
テ

レ
ビ
観
賞
、
さ
ら
に
、
不
規
則
な
生
活
習
慣

も
原
因
と
な
り
ま
す
。

心
的
要
因

仕
事
上
の
ス
ト
レ
ス
や
自
律
神
経
失
調
症

な
ど
。
職
場
や
家
庭
内
の
人
間
関
係
が
原
因

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

眼
を
正
し
く
使
え
ば
、
眼
の
疲
れ
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
眼
精
疲
労
の
多
く
は
、

自
ら
が
気
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
防
で

き
ま
す
。

奈
良
県
医
師
会

市
町
村
職
員
や
社
会
保
険
庁
職
員
を
騙

り
、
年
金
や
医
療
費
の
還
付
名
目
で
現
金
自

動
預
け
払
い
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
を
操
作
さ
せ
、

逆
に
お
金
を
だ
ま
し
と
る
手
口
の
詐
欺
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

◆

現
金
自
動
預
け
払
い
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
に

よ
る
年
金
や
医
療
費
の
還
付
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

◆

不
審
な
電
話
や
郵
便
物
は
一
人
で
判
断

せ
ず
、
身
近
な
人
（
家
族
、
近
隣
者
等
）

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

◆

お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
一
一
〇
番
又
は

最
寄
り
の
警
察
署
へ
通
報
を
。

◆

以
下
の
消
費
者
セ
ン
タ
ー
相
談
窓
口
も

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

奈
良
県
食
品
・
生
活
相
談
セ
ン

タ
ー

奈
良
市
登
大
路
町
一
〇
―
一

1
〇
七
四
二
―
二
六
―
〇
九
三
一

▼
問
合
せ

奈
良
県
食
の
安
全
・
消
費
生
活

相
談
窓
口

大
和
高
田
市
大
中
九
八
―
四

1
〇
七
四
五
―
二
二
―
〇
九
三
一

平
成
二
十
年
度
の
労
働
保
険
（
労
災
保

険
・
雇
用
保
険
）
の
年
度
更
新
手
続
は
、
四

月
一
日
か
ら
五
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
で
す
。

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）
に

加
入
さ
れ
て
い
る
事
業
主
の
方
は
、
こ
の
期

間
内
に
平
成
十
九
年
度
概
算
保
険
料
の
確
定

精
算
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
十
九
年
度
か

ら
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す

る
法
律
」
に
よ
り
、
有
期
事
業
を
除
く
す
べ

I N F O R M A T I NO

自
衛
隊
一
般
幹
部
候
補
生
募
集

の
ご
案
内

事
業
主
の
皆
様
へ
労
働
保
険
年

度
更
新
の
時
期
に
つ
い
て

振
り
込
め
詐
欺
に
注
意

て
の
労
災
適
用
事
業
場
の
事
業
主
の
方
に
、

一
律
千
分
の
〇．

〇
五
の
「
一
般
拠
出
金
」

を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
平
成
十
九

年
度
確
定
保
険
料
か
ら
、
す
べ
て
の
労
災
適

用
事
業
場
の
事
業
主
の
方
に
同
率
に
て
、
ご

負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、「
一
般
拠
出
金
」
の
申
告
・
納
付
お
よ

び
平
成
二
十
年
度
の
概
算
保
険
料
の
申
告
・

納
付
の
手
続
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
、
年
度
更

新
の
実
施
時
期
が
六
月
一
日
か
ら
七
月
十
日

に
変
更
に
な
り
ま
す
の
で
、
御
注
意
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
は
、
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

〒
六
三
〇
―
八
五
七
〇

奈
良
市
法
蓮
町
三
八
七
番
地

奈
良
第
三
地
方
合
同
庁
舎

奈
良
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収
室

1
〇
七
四
二
―
三
二
―
〇
二
〇
三

ま
た
は
、
各
管
轄
労
働
基
準
監
督
署
・
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）
ま
で

地域福祉ボランティア基金
金、1 0 0 , 0 0 0 円

五色 西本恵美子 様

（亡夫、清好様ご供養として）

ありがとうございました
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～ 交通事故のない　やすらぎの　大和路づくり ～
【運動期間】 平成20年4月6日（日）～4月15日（火）
【運動基本】 子どもと高齢者の交通事故防止

☆ドライバーの皆さんへ
子どもやお年寄りを見かけたら、思いやりの

心で安全運転をお願いします。
☆高齢者の皆さんへ
散歩や自転車でお出かけの際は反射材を活用し、無理な横断はやめましょう。
75歳以上の方及び聴覚障害者の方は、普通自動車を運転する場合、「高齢運

転者標識」・「聴覚障害者標識」を表示しなければ違反となります。（6月19
日までに施行される予定です。）

【運動重点】 ①全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの着用の徹底
②自転車の安全利用の推進
③飲酒運転の根絶
④夕暮れ時と夜間の交通事故防止

※ お問い合わせは、最寄りの交番・駐在所・中吉野警察署まで。

中吉野警察署 10747－53－0110
中吉野警察署川合駐在所 10747－63－0350
中吉野警察署洞川駐在所 10747－64－0350

川合駐在所・洞川駐在所N.P.P. 月�4
● 春の交通安全県民運動

● 警察官募集！

● 山岳遭難事故をなくそう！《 登山届けは確実に》

駐 在 所 だ よ り

試験区分 採用予定人員 試験資格年齢 受 付 期 間
・本年10月採用 昭和54年4月 郵送又は持参警察官Ａ ・来春4月採用 2日以降に生ま 3月14日（金）（男性） 計60名程度 れた人で既大 ～4月11日（金）

卒、又は来春3 インターネット警察官Ａ ・来春4月採用 月末日までに大 ３月14日（金）（女性） 3名程度 卒見込みの男女 ～4月7日（月）

1 2 3 4

春山登山の季節が近付いてきました。事故のない楽しい登山をしましょう。

警察官募集
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天
川
村
民
憲
章

（
平
成
10
年
１
月
１
日
制
定
）

私
た
ち
は
、
古
い
歴
史
と
大
自
然
の
中
で
育
ま
れ
た
天
川
村
民

で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
一
人
ひ
と
り
が
生
き
が
い
の
あ

る
村
づ
く
り
を
す
る
た
め
こ
の
憲
章
を
制
定
し
ま
す
。

誰
も
が
満
天
に
輝
く
星
の
よ
う
に

●
一
人
ひ
と
り
が
光
り
輝
き
、
互
い
の
人
権
を
確
か
め
、

共
に
生
き
る
あ
た
た
か
い
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
ふ
れ
あ
い
、
支
え
あ
い
、
楽
し
み
あ
え
る
福
祉
の
村
に

し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
天
と
地
の
恵
み
で
育
つ
よ
う
に

●
郷
土
の
歴
史
か
ら
古
き
を
学
び
、
新
し
い
文
化
を
創
造

す
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
共
に
学
び
語
り
あ
う
、
生
涯
学
習
の
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
清
ら
か
で
力
強
さ
の
あ
る
流
れ
の
よ
う
に

●
ス
ポ
ー
ツ
に
汗
を
流
し
、
働
く
厳
し
さ
の
中
に
も
明
日

へ
の
希
望
と
喜
び
を
感
じ
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
自
然
と
共
に
生
き
、
豊
か
で
活
気
み
な
ぎ
る
村
に
し
ま

し
ょ
う
。

村の花
オオヤマレンゲ

村の鳥
コマドリ

村の木
杉

燃焼 25.28トン
前月比 92.87％
前年同月比 100.48％

不燃 2.55トン
前月比 83.33％
前年同月比 91.07％

資源 4.40トン
前月比 85.44％
前年同月比 96.67％

粗大 0.59トン
前月比 45.74％
前年同月比 21.00％

２月のごみ
収集状況

幼�稚�園�だ�よ�り�幼�稚�園�だ�よ�り�

発
行
／
天
川
村
役
場

〒
638 -0392

奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
大
字
沢
谷
60番

地
TEL：

0747-63-0321
FAX：

0747-63-0329
企
画
・
編
集
／
総
務
課
広
報
係（
内
線
123）

U
R
L：
http://w

w
w
.vill.tenkaw

a.nara.jp/  E-m
ail：
tenkaw

a@
vill.tenkaw

a.lg.jp

広
報
�

平
成
20年
３
月

31日
発
行
　
通
巻
374号

村のうごき

人
口

1,886人
（
±
０
）

2008年
２
月
29日
現
在
（
）
内
は
前
月
と
の
比
較

女988人
（
＋
２
）

男898人
（
－
２
）

世
帯
数

786戸
（
＋
１
）

３年間、天川幼稚園でいっぱい遊んだ８人の子ども達。

毎日幼稚園に通って、友達と一緒に遊ぶ楽しさ・最後まで頑張ることの大切さ・いろんな

ことに挑戦する勇気を身につけ、心も体も強く大きくなりました。

そして３月19日、全員揃って卒園の日を迎えました。

４月からは天川小学校の１年生。

新しい世界に旅立つ子ども達の表情は、未来への希望にあふれ輝いています。

８人のさくら組さん　　卒園おめでとう！

そつえん　おめでとう！�そつえん　おめでとう！�
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